
平成１８年７月７日
経 済 産 業 省

特定商取引法違反の訪問販売業者(シロアリ防除工事､床下換気扇
取付工事等を行う事業者）に対する業務停止命令（３か月間）
及び業務改善指示について

経済産業省は、シロアリ防除工事、床下換気扇取付工事等を行ってい
る訪問販売業者である株式会社サニックス（福岡県福岡市）に対し、特
定商取引法の違反行為（不実告知、勧誘目的等不明示、迷惑勧誘、判断
力不足者契約、適合性原則違反勧誘）を認定し、特定商取引法第８条第
１項の規定に基づき、本年７月８日から１０月７日までの３か月間、６
支店・営業所における訪問販売に関する業務の一部を停止するよう命ず
るとともに、同法第７条の規定に基づき、同社が行う訪問販売に関する
業務の改善指示を行いました。

１．株式会社サニックスは、過去５年以内にその家屋のシロアリ防除工事を
行った消費者や築後相当の年数が経過している家屋に居住する消費者の住

、「 。」、「 。」、居を訪問し 無料で床下の点検をしています 家屋調査に来ました
「シロアリの点検に来ました 」等と告げてその住居に入り、無料で床下。
などの点検を行った上で、一部の支店及び営業所においては、実際には消
費者の家屋に不具合やそれを原因とする何らかの危険が存在しないにもか
かわらず 「これがシロアリが食った跡ですよ。このままにしておくと危、
ない。強い風が吹いたり、地震があったらこの家は倒れますよ。一日も早
くシロアリ駆除をした方がいいですよ 「床下の湿気が多いので湿気を。」、
取るのに換気扇を付けた方がいいですよ 「このままでは地震が来たら。」、
家が倒れます。柱の補強が必要です 」等と説明し、あたかも家屋に不具。
合があり、これを原因とする何らかの危険が存在し、この危険を取り除く
ために、同社からシロアリ防除工事、床下換気扇や天井裏換気扇等の換気
システム取付工事、家屋補強金物取付工事、補強束取付工事等の役務の提
供を受けることが必要であるかのように告げていました。



２．このほか、同社は 「無料で床下の点検をしています 「家屋調査に、 。」、
来ました 「シロアリの点検に来ました 」等と告げるだけで、勧誘に先。」、 。
立って役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び役務の種
類を告げていませんでした。
また、同社は、何度も「必要ない 」等と契約を拒否している消費者に。
対して執ように契約を迫る等、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧
誘を行っていました。
さらに、同社は、認知症や統合失調症等の精神疾患のある者の判断力の
不足に乗じてこれらの役務を提供する契約を締結させるとともに、年金生
活でお金がないからと断っている高齢者に対し執ように勧誘するなど顧客
の財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行っていました。

【本件に関する問い合わせ先】

経済産業省消費者相談室 電話 ０３－３５０１－４６５７

北海道経済産業局消費者相談室 ０１１－７０９－１７８５

東北経済産業局消費者相談室 ０２２－２６１－３０１１

関東経済産業局消費相談室 ０４８－６０１－１２３９

中部経済産業局消費者相談室 ０５２－９５１－２８３６

近畿経済産業局消費者相談室 ０６－６９６６－６０２８

中国経済産業局消費者相談室 ０８２－２２４－５６７３

四国経済産業局消費者相談室 ０８７－８６１－３２３７

九州経済産業局消費者相談室 ０９２－４８２－５４５８

沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 ０９８－８６２－４３７３



株式会社サニックスに対する行政処分の内容

１．事業者の概要
（１）名 称：株式会社サニックス
（２）代表者氏名：宗政 伸一
（３）本店所在地：福岡市博多区博多駅東二丁目１番２３号
（４）営 業 所 等：１１５カ所
（５）設 立：１９７８年９月１２日
（６）資 本 金：１２５億４，１０９万６，５３２円（平成１７年９月末）
（７）主 な 事 業：ホーム・サニテーション（ＨＳ）事業 （家庭訪問販売）等

・シロアリ防除工事の事業
・換気システム取付工事の事業
・家屋補強金物取付工事の事業
・調湿材設置工事の事業
・補強束取付工事の事業 等

（８）売 上 高：４４１億円（１７年３月期連結 。うちＨＳ事業 ２６８億円）
３６５億円（１８年３月期連結 。うちＨＳ事業 ２０９億円）

（９）役員・従業員数：役員 １６人
従業員 ２，８８３人
（うちＨＳ事業部門の従業員 １，９０７人）
（平成１７年１２月末現在）

２．取引の概要
福岡県福岡市に本店を置き、関東以西の地域に支株式会社サニックスは、

店又は営業所を置き、シロアリ防除工事、床下換気扇や天井裏換気扇等の換
過去５気システム取付工事、家屋補強金物取付工事等を行っているところ、

年以内に同社がその家屋のシロアリ防除工事を行った消費者や築後相当の年数が経
過している家屋に居住する消費者（以下「顧客」という ）の住居を訪問し 「無。 、
料で床下の点検をしています 「家屋調査に来ました 「シロアリの点検に来。」、 。」、
ました 」等と告げて、無料で顧客の家屋の床下などの点検を行い、顧客の家屋の。
不具合やこれを原因として現在あるいは将来的に家屋に危険が存在する旨を告げた
上で、シロアリ防除工事、床下換気扇や天井裏換気扇等の換気システム取付工事、
家屋補強金物取付工事、調湿材設置工事、補強束取付工事、床下防カビ施工工事等
の役務を有償で提供する契約の締結について勧誘し、当該住居において当該契約の
申込みを受け又は当該契約を締結しているものである。

３．行政処分の内容
（１）２支店及び４営業所の業務の停止命令

小田原営業所、岐阜営業所、堺支店、呉営業所、佐賀営業所及び熊本支店に
おける以下の業務を平成１８年７月８日から１０月７日までの３か月間停止す
ること （不実告知を原因とする処分）。

（ 「 」 。）① 訪問販売に係る役務を有償で提供する契約 以下 役務提供契約 という
の締結について勧誘すること。



② 訪問販売に係る役務提供契約の申込みを受けること。
③ 訪問販売に係る役務提供契約を締結すること。

（２）業務改善指示
株式会社サニックスの訪問販売業務に関して、以下の各事項を指示。

、 、 、① 訪問販売をしようとするときは その勧誘に先立って その相手方に対し
役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び役務の種類を告げ
ること。

② 勧誘の相手方が迷惑を覚えるような仕方で勧誘をしないこと。
③ 勧誘の相手方の判断力の不足に乗じて役務提供契約を締結させないこと。
④ 勧誘の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる
勧誘を行わないこと。

４．業務停止命令及び指示の原因となる事実
（１）業務停止命令の原因となる事実

不実告知（特定商取引法第６条第１項第６号）
株式会社サニックスは、２支店及び４営業所において、顧客に対して以下

に掲げるようなことを告げ、あたかも、当該顧客の家屋に不具合があり、こ
れを原因とする何らかの危険が存在し、この危険を取り除くため同社からシ
ロアリ防除工事、床下換気扇や天井裏換気扇等の換気システム取付工事、家
屋補強金物取付工事、調湿材設置工事、補強束取付工事、床下防カビ施工工
事等の役務の提供を受けることが必要であるかのように告げている。
しかし、実際には、当該顧客の家屋に同社からシロアリ防除工事等の役務

の提供を受けなければならないような不具合は存在せず、したがって、それ
を原因とする何らかの危険も存在していなかった。

○小田原営業所
換気システム取付工事（床下換気扇及び床下拡散ファンの取付 、調湿）

材設置工事及び床下防カビ施工工事に係る契約の締結について勧誘をした
際、顧客に対し、
「風が通らない。空気の穴が開けてないので、風の通り道がないんだよ
ね。だからカビが多いんだよね。今すぐ換気扇をつけないと、シロアリ
にやられるよ 「カビが出ないようにブレスマットを敷けばダンゴム。」、
シやワラジムシも上がってこないし、一時しのぎはできるでしょう。風
通しがいいように換気扇もつけましょう 」等と告げた。。

○岐阜営業所
、 、シロアリ防除工事に係る契約の締結について勧誘をした際 顧客に対し

「この部分の柱が腐っている所がある 「シロアリにくわれている。。」、
寝室や台所の付近がひどい。シロアリが大分柱の奥の方まで食い込んで
いる。このままでは、ちょっとしたことで家が傾いたりして、ほってお
くと大変なことになる。早く薬でシロアリを駆除した方がいい 」等と。
告げた。

○堺支店
換気システム取付工事（床下換気扇の取付）及び補強金物取付工事に係



る契約の締結について勧誘をした際、顧客に対し、
「床下が湿っていますよ。床下換気扇を取り付けた方がいいですよ 」。
と告げ、さらに、屋根裏を点検した上で、屋根裏の写真をテレビに映し
て見せて 「このままでは地震がきたら家が倒れますよ。柱の補強が必、
要です 」等と告げた。。

○呉営業所
換気システム取付工事（床下拡散ファンの取付 、床下防カビ施工工事）

、 、及び調湿材設置工事に係る契約の締結について勧誘をした際 顧客に対し
「台所の下がかなりべとべとして湿気てますよ。湿気を取った方がいい
ですよ 床下の芋釜に水が貯まってべとべとに湿気っている こ。」、「 。」、「
のまま放っていたら、家が倒れますよ 「湿気を取るのに６０万円く。」、
らいかかるけど、家のためにやった方がいいですよ 」等と告げた。。

○佐賀営業所
シロアリ防除工事（ヤマトシロアリ駆除消毒、ベイト工法（シロアリの

駆除剤を混入した餌をシロアリに摂食させてシロアリを死滅させるシステ
ム 、換気システム工事（床下換気扇の取付 、調湿材設置工事及び補強） ）
束（ＳＳジャッキ）の取付工事に係る契約の締結について勧誘をした際、
顧客に対し、
床下にもぐって １５分ほどして戻ってきて 木切れを見せながら シ、 、 、「
ロアリが食った跡があります。シロアリ駆除をしましょう 、また「床。」
下の湿気が多いので湿気を取るのに換気扇を付けた方がいいですよ 、。」
「床下で湿気が特に多いところがあるので防湿剤を敷いておきましょ
う 、さらに「床下の部分で、本当は柱がないといけないところに柱。」

、 。」 。がないから 代わりにジャッキを入れた方がいいですよ 等と告げた
○熊本支店

シロアリ防除工事（ヤマトシロアリ駆除消毒）及び床下防カビ施工工事
に係る契約の締結について勧誘をした際、顧客に対し、
「シロアリが床下の柱をだいぶ食っている 「このままにしておくと。」、
危ない 「強い風が吹いたり、地震があったらこの家は倒れます 、。」、 。」
「一日でも早くシロアリ駆除をした方がいい 「シロアリ駆除工事と。」、
床下防カビ工事をしたらいい 」等と告げた。。

（２）指示の原因となる事実
① 勧誘目的等不明示（特定商取引法第３条）

株式会社サニックスは、顧客の住居を訪問した際に、
「無料で床下の点検をしています 、。」
「家屋調査に来ました 、。」
「シロアリの点検に来ました 」。

等と告げるだけで、本件役務提供契約の締結について勧誘するに先立って、
役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及びその役務の種類を
明らかにしていなかった。

② 迷惑勧誘（特定商取引法第７条第３号、同法施行規則第７条第１号）
株式会社サニックスは 「必要ない 「お断りします」等と言って契約、 。」、



締結を拒否している顧客に執ように勧誘するなど、役務提供契約の締結につ
いて、顧客に対し、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘していた。

③ 判断力不足者契約（特定商取引法第７条第３号、同法施行規則第７条第２
号）
株式会社サニックスは、認知症や統合失調症などの症状を有し、判断力が
不足していると認められる消費者と、これら消費者の判断力不足に乗じ、
役務提供契約を締結していた。

④ 適合性原則違反勧誘（特定商取引法第７条第３号、同法施行規則第７条第
３号）
株式会社サニックスは、年金生活でお金がないからと言って断っている消

費者に対して執拗に勧誘するなど顧客の財産の状況に照らして不適当と認め
られる勧誘を行っていた。

５．事例
【事例１】

株式会社サニックスの従業員Ａは、平成１６年１２月、関東地方在住の高齢の
消費者Ｚの住居を訪問し 「今、床下の調査を無料で行っているから、是非やら、
せてください 「前にシロアリの調査をしたことがありますか 「無料だか。」、 。」、
ら見せてくださいよ 」等と告げた。これに対し、Ｚは「前に調べてなんでもな。
かったから、もう調べたくないよ 」と言って断った。しかし、Ａは作業着に着。

、 「 。」替えて Ｚの了解も得ないでＺの家に入り込んで 床下の入り口はどこですか
と告げた。Ｚは、Ａが急に家に入り込んできたので驚くと同時に怖くなり、床下
への入り口を教えた。
Ａは、勝手に畳を上げ、カメラを持って床下に入り込み、その後、床下から出

てきた。Ａは、撮った写真をテレビに映して見せると言って、居間のテレビの前
に座り込んだ。
Ａは「お宅の基礎は材料もいいし、しっかりしているけど、風が通らない 、。」

「空気の穴が開いてないので、風の通り道がないんだよね。だからカビが多いん
だよね 「今すぐ換気扇をつけないと、シロアリにやられるよ 「シロアリ。」、 。」、
にやられて、この家を今から建て直す気がありますか 」等と告げた。Ｚは、借。
金で建てた家だから建て替えをする気はない旨返事をした。すると、Ａは「シロ
アリを駆除しましょう 」と告げた。Ｚが「そんなことはしたくないので何とか。

。」 、 「 、できないですか と聞くと Ａは カビが出ないようにブレスマットを敷けば
ダンゴムシやワラジムシも上がってこないし、一時しのぎはできるでしょう 、。」
「風通しがいいように換気扇もつけましょう 「これだけはどうしてもやらな。」、
いといけません 」と告げて、調湿材の敷設や床下換気扇の設置を勧めた。Ｚは。
「うちは高台で風通しがいいし、虫もいないのでお断りします 」と言って断っ。
たが、Ａは「それは素人の考えだ 」等ときつく、荒い言い方でしつこく勧誘を。
続けた。Ｚは何をされるかわからないと思い、仕方なく、床下換気扇の取付工事
等の契約の申込みをした。



【事例２】

株式会社サニックスの従業員Ｂは、平成１６年５月、九州地方在住の高齢の消
費者Ｙの住居を訪問し、同社の名称とＢの名前を告げた上で 「隣の公民館にシ、
ロアリが出ましたので、この辺りにもいるのではないでしょうか 「お宅もシ。」、
ロアリ駆除をした方がいいですよ 」と告げて、Ｙの家の周りを見て回った。Ｙ。
の家では、以前小屋を解体した時の廃材を家の横に積んでいたが、Ｂは、その廃
材の中にあった腐った木片を持ち上げて 「ここにシロアリがいる 」とＹに告、 。
げた。そして、Ｂが「床下を見てみましょうか 」と告げたので、Ｙは家の床下。
を見てもらうことにした。
Ｂは、Ｙの家の中に入り、畳を上げて床下に入り、１５分位して床下から戻っ

てきた。Ｂは手に木切れを持っていて 「シロアリが食った跡があります 」と、 。
、 。 「 。」 、告げて それをＹに見せた Ｂが シロアリ駆除をしましょう と告げたので

Ｙはシロアリ駆除をしてもらうことにした。１時間位後、同社の２人の作業員が
機械や道具を運んできて作業を始めた。
途中、ＢはＹに 「床下の湿気が多いので湿気を取るのに換気扇を付けた方が、

いいですよ 」と告げて、床下換気扇の設置を勧めた。Ｂが「４台あった方がい。
いですよ 」と告げたため、ＹはＢに言われるまま床下換気扇を設置してもらう。
ことにした。
翌日、再度ＢはＹの住居を訪問し 「床下の湿気が特に多いところがあるので防、
湿材を敷いておきましょう 」とＹに告げた。Ｙは 「そういうことなら、そこ。 、
だけは防湿材をしないと仕方ないだろうね 」と答えて、防湿材を敷いてもらう。
ことにした。さらに、Ｂは「床下の部分で、本当は柱がないといけないところに
柱がないから、代わりにジャッキを入れた方がいいですよ 」とＹに告げ、Ｂは。
ジャッキを入れてもらうことにした。
さらに、その日から翌日にかけて、同社の２人の作業員は、Ｙの家の周りの土を

。 、 、 、掘って器具を埋め込んだ Ｙが 何だろうと思って作業員に尋ねると 作業員は
家にシロアリがいるかどうかが分かる器具で２か月に１度の割合で検査をするの
でシロアリがいても早めに駆除できる旨説明した。

【事例３】

株式会社サニックスの従業員Ｃは、平成１７年３月ころ、数年前から老人の認
知症的な症状が出ている中部地方に在住の消費者Ｘの住居を訪問し、シロアリ防
除工事の契約を締結した。その２、３か月後、Ｘの子がＸの家を訪問した際、同
社とのシロアリ防除工事の契約書を見つけた。Ｘの子は、同社がシロアリ工事の
見積りをしたその翌日に工事を行っていることに不審感を抱き、同社に電話をか
けた。Ｘの子がＣに、ＣがＸと話をしている時にＸの様子を見ておかしいと感じ
ることはなかったかと聞いたところ、Ｃは「やっぱりそうですか 」と言った。。


